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日本共産党は５月８日、第７回中央委員会総会を開きました。その中で、志位和夫委員長は、現在の情勢の特徴―安倍政権の「暴走と破たん」について、五つの角度（下の５つの問題点）から分析し、「安倍政権は、なぜ暴走するはなから『破たん』がおこるのか。それは、土台が腐り切っているからです。『アメリカいいなり』と『財界中心』という二つのゆがみを特徴とする、古い自民党政治の矛盾が蓄積し、あらゆる分野で行き詰まり、耐用年数がつき、文字通りの崩壊的危機におちいっているからです。安倍内閣は、この二つのゆがみに、侵略戦争を肯定・美化するという『歴史逆行』のゆがみをつけ加え、危機をいっそう深刻なものとしています。安倍自民党が衆議院で多数をしめたことの危険性は重大ですが、恐れる必要はありません。この『バブル』は必ず破たんします。ウソとゴマカシがはがれおちるならば、政治のよりいっそう大きな激動がおこることは避けられません。」と報告しました。
第一は、暮らしと経済をめぐる問題。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「アベノミクス」と称する経済政策に対して、日本共産党は４月２４日に働く人の所得を増やす等の４つの柱からなる「景気回復提言」を発表しました。　　　　第二は、原発をめぐる問題。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「収束宣言」を撤回し、再稼働しない（輸出なんて、とんでもない）。そして、再生可能エネルギーへの抜本的転換を。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第三は、外交をめぐる問題。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＰＰ交渉参加の即時撤回、沖縄米軍基地は無条件撤去、４・２８「主権回復」記念式典開催に対し安保廃棄の国民的多数派を、「核兵器のない世界」の先頭に。　　　第四に、憲法問題。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　憲法９６条改定、自民党「改憲案」の時代逆行ぶり、９条改憲をめざす安倍内閣＝「靖国」派内閣の本性むきだしに対して、現行憲法を守っていこう。　　　　　　　　　第五は、歴史問題。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安倍政権の靖国参拝・奉納、「村山談話」見直しに、侵略戦争の再認識と反省を。
「ルールある経済社会」と「自主・自立の平和外交」
世界の動きがわかる「しんぶん赤旗」をお読みください

日刊紙　月３４００円　　日曜版　月８００円

桑名市議団 星野公平のＨＰは　 http://hoshino.jcpweb.net/　　　　　

ご意見をお寄せください　ＦＡＸは２２－３０２８　（星野宅）　　　　　　　　　　
２０１３年　６月議会スケジュール（予定）

６月１２日（水）　午前１０時　　本会議開会（議案上程、提案説明）
６月１８日（火）―２１日（金）、２４日（月）
午前１０時  　本会議（代表質疑・議案質疑・一般質問）

６月２５日（火）―２６日（水）　午前１０時　常任委員会
６月２７日（木）　午前１０時  　病院特別委員会

７月　２日（火）　午後　１時  　本会議（委員長報告、討論、採決）閉会
関連の予定　６月４日（火）午後　５時　６月議会への請願の受付終了
６月５日（水）午前１０時　各派代表者会議、議会運営委員会
平和大行進　６月１２日（水）午前９時 桑名市役所南口前　

２０１３年原水爆禁止世界大会三重県実行委員会は、国民大行進（和歌山県→広島コース）の三重県内の日程を決めました。是非、大行進に参加して下さい。
【北勢コース】

６月１１日（火）　宣伝行動、木曽岬町・東員町・いなべ町・菰野町訪問

６月１２日（水）　午前９時　桑名市役所前→朝日町役場→近鉄川越富洲原駅
→四日市市役所前
【核兵器について】ジュネーブで開催された２０１５年の核不拡散条約（ＮＰＴ）再検討会議にむけての第２回準備委員会で、日本政府が、核兵器の非人道性を批判し核兵器不使用を主張した共同声明（「いかなる状況下でも核兵器が二度と使われないことは人類生存の利益」と指摘）への署名を拒否したことに、国内外から失望と怒りの声が広がっています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
核兵器の非人道性を自らの体験として語ることのできる被爆国の政府が、こうした態度をとったことは、「核兵器のない世界」にむけて努力している国際社会への重大な背信・妨害行為といわなければなりません。　　　　　　　　　　　　　　　　
日米軍事同盟と「核の傘」の鎖を断ち切り、被爆国の政府として、「核兵器のない世界」の実現にむけたイニシアチブこそ発揮すべきです。　（７中総より）
生活保護費の削減を計画しながら、生活保護不正受給の罰則強化、（罰金最大１００万円）
　生活保護の不正受給防止策強化などを盛り込んだ「生活保護法改正案」と「生活困窮者自立支援法案」が１０日、自民党の厚生労働部会で了承されました。１７日にも閣議決定され、国会に提出される見通しです。
　収入を申告せず生活保護費を受け取るなどの不正受給の罰則は現在、「３年以下の懲役または３０万円以下の罰金」となっています。これを「１００万円以下」に上げ、また発覚した不正受給の返還金に、ペナルティーとして４割まで上乗せができるようにするものです。
　さらに資産調査については、日本年金機構や運輸支局などの行政機関に福祉事務所が受給者の情報を照会した際、それに対する回答を義務化。車の保有の有無や失業手当、国民年金の額などを把握しやすくします。
　一方、生活保護に至る前の段階で早期支援策として、就職や住まいの確保などで相談を受け、自立計画を作る事業をつくります。自治体が必ず取り組む事業にして、費用の４分の３を国が負担します。生活が苦しい家庭の子どもへの学習支援などの事業は、費用の２分の１を国が補助しようとするものです。

　厚労省は議員立法で検討中の「子どもの貧困対策推進法案」（貧困の状況にある子ども等の健やかな成長及び教育の機会均等を図るため）と合わせ、今国会での成立を目指している。　　　　　　　　　　　　（５月１１日朝日新聞より）
２０１３　景観と住環境を考える全国ネットワーク　全国集会に参加し、｢高層マンション」について考えてきます。
６月１日（土）　東京法政大学市ヶ谷キャンパス

1 　全国マンション紛争の現状報告　日影、圧迫感、町並み破壊、住環境破壊、景観破壊など、地域のあり方を否定するマンション計画について全国の一般市民が報告し、現状のまちづくり制度の問題点を明らかにします。
2 　講演　なぜ日本ではマンション紛争が起きるのか　
講師　日置雅晴氏（景住ネット代表・早稲田大学法科大学院教授）
3 　空き家・空き地をどうするか　全国の空き家推定八〇〇万戸、新築住宅年間八〇万戸建設、人口減少・マンション紛争・超高層乱立、住宅街の空き家・シャッター通り、地域のつながりと安心をどう取り戻すのか。
６月２日（日）　現地見学（超高層乱立の小杉文京区のマンション紛争）
【小杉】工場や社宅の跡地が次々と超高層マンションに変わっている。地元で本格的反対運動が起き、都市計画の変更に4 万通の意見書が出されたが市はこの声を黙殺した。【文京】坂道と文化遺産でつくられた景観が魅力の文京区。住環境を重視する区民と開発圧力の狭間で建築紛争が多発している。堀坂、善光寺坂、網干坂の紛争地を巡る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新病院建設問題　全面的な見直しを
東（桑名東医療センター　旧山本病院）では、
今後多額の補正（数十億円）が必要な噂があがっています。近隣住民から太陽を奪ってまで寿町に海中病院を立てる必要があるのか疑問の声もあがっています。

【星野公平の議会での発言から】新病院建設について、１２月議会では、平成２７年４月開業は、「早かろう、安かろう、悪かろうであってはならない」と指摘し、「本当に立派な、市民の要求される病院をつくるには、せっかく市長さんがかわられたんだから、立ちどまって、英断をもって考え直す時間があってもいいんじゃないか」と提案しました。また、今年の３月議会では、新病院整備事業について、２０１５年４月開院は「早かろう・安かろう・悪かろう｣に為らない。今こそ住民参加で精査をすべきではないか（実施設計は随意契約でいいのか）と質問し、答弁は、｢今月中に基本設計書が完成し、今後、実施設計書を作成し、建設工事に入る。開院に向けたスケジュールはタイトであるが市の現状をみると出来る限り早く新病院を核とした再構築が重要である。懇談会・広報などで市民からは意見を頂いている。契約は規定に則って透明性が確保できる事を基本とします｣でした。
西（旧桑名市民病院）では、
桑名西医療センターの跡がどうなるのか、近隣住民の皆さんの重大な関心ごとです。当局によれば、近々に「跡地検討委員会」を立ち上げて、住民の皆さんと共に考えていくそうです。病院が無くなったらバス（住民の足）はどうなるのか、医療はどうなるのか心配ごとだらけです。多くの住民の意見を取り入れて良い選択をしてもらいたいものです。
見せかけの一般競争入札ではないか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ桑名市資源物回収業務委託の発注公告が５月７日付けでＨＰに載せられた。業務概要は、旧桑名地区の自治会(４８２箇所)及びリサイクル推進施設（クルクル工房）における資源物の収集・運搬・選別及び処分とスーパー（７箇所）回収の選別及び処分を行うものです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ入札参加申請の締切は１０日で、入札は２１日になっているが、１３日までに回収資源物の最終処理策と年間８１００トンの資源物を処理できる保管施設の資料を提出しなければならないようになっています。予定価格は公表せず、最低制限価格は設定せず、入札保証金や契約保証金は免除になっています。　　　　　　【２０１２年６月議会での１社隋契の質問に対する経済環境部長の答弁】　　　施設、あるいは車両等を保有しておる状況ということの中から、１社において随意契約を行っておるところでございます。議員からは、かねてより担当のほうにいろいろ御意見を伺っております。参考にさせていただいておるところでございます。この辺につきましては、市民サービスの質の面も含めまして、方法につきましては、いろいろ他市の状況も研究、検討するようにということで、今、指示をしておるところでございます
Ｎｏ．１８５　　　　　２０１３年　５月１６日
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